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６月定例会 委員会の質問

常任委員会の審査報告常任委員会の審査報告常任委員会の審査報告常任委員会の審査報告

　
問　

入
札
業
者
に
対
し
て
の
応
募
資
格

等
の
問
題
等
は
な
か
っ
た
か
。

答　

各
部
長
で
構
成
す
る
入
札
契
約
審

査
委
員
会
で
の
審
査
を
経
て
お
り
、
問

題
は
な
い
。

問　

設
計
価
格
、
予
定
価
格
等
の
設
定

に
つ
い
て
、
ど
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
行
い
、

そ
の
情
報
は
ど
の
範
囲
ま
で
共
有
し
て

い
る
の
か
。

答　

工
事
等
の
金
額
に
よ
り
、
部
長
決

裁
、
副
市
長
決
裁
、
市
長
決
裁
、
と
決

裁
が
区
分
さ
れ
て
お
り
、
決
裁
権
者
以

下
ま
で
し
か
共
有
で
き
な
い
。

問　

落
札
業
者
が
別
の
工
事
で
、
工
事

遅
延
が
あ
っ
た
が
、
東
和
小
学
校
・
大

平
小
学
校
と
二
つ
の
大
工
事
で
あ
り
、

遅
延
の
懸
念
は
な
い
か
。

答　

工
種
別
に
一
業
者
五
件
ま
で
と
い

う
制
限
が
あ
り
、
特
に
問
題
は
な
い
。

問　

今
回
の
落
札
業
者
で
あ
り
遅
延
工

事
を
起
し
た
業
者
に
文
書
注
意
処
分
の

み
で
、
実
質
ペ
ナ
ル
テ
ィ
は
ゼ
ロ
で
あ

り
、
三
週
間
も
工
事
が
遅
れ
た
責
任
は
、

誰
が
と
る
の
か
。

答　

責
任
は
、
市
が
取
ら
ざ
る
を
え
な

い
。

工
事
請
負
契
約
締
結
に
つ
い
て

（
東
和
小
学
校
校
舎・
屋
内
運
動

場
新
築
主
体
工
事
、電
気
設
備
工

事
及
び
機
械
設
備
工
事
、
大
平

小
学
校
校
舎
地
震
補
強
及
び
大

規
模
改
造
主
体
工
事
）に
関
し
て

文
教
常
任
委
員
会

問　

今
回
の
国
保
税
率
の
改
正
に
よ

り
、
医
療
分
、
介
護
納
付
金
が
引
き

下
げ
ら
れ
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

だ
け
が
上
が
る
。
医
療
分
と
支
援
金

分
の
合
計
で
16
％
も
の
税
率
上
昇
と

な
る
の
は
な
ぜ
か
。

答　

従
来
ま
で
は
医
療
費
分
に
老
人

拠
出
金
が
含
ま
れ
、
限
度
額
が
五
十

六
万
円
で
あ
っ
た
。
改
正
に
よ
り
医

療
費
分
が
四
十
七
万
円
と
さ
れ
、
後

期
高
齢
者
支
援
金
分
の
十
二
万
円
と

合
わ
せ
て
五
十
九
万
円
と
な
り
、
三

万
円
の
上
昇
と
な
る
。
税
率
に
つ
い

て
は
、
医
療
費
分
が
下
が
る
が
、
後

期
高
齢
者
支
援
金
分
が
上
が
っ
て
お

り
、
医
療
分
と
支
援
金
分
の
合
計
で

上
昇
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

問　

一
般
会
計
か
ら
国
保
特
別
会
計

へ
人
件
費
相
当
分
、
事
務
費
、
保
険

事
業
相
当
分
四
千
四
百
七
十
万
五
千

円
を
繰
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ど
の
程
度
国
保
税
の
上
昇
を
抑
え
ら

れ
る
の
か
。

答　

特
定
保
健
指
導
の
人
件
費
分
と

合
わ
せ
て
繰
入
額
は
六
千
五
万
円
と

な
り
、
上
昇
を
６
％
程
度
抑
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

問　

基
金
を
ほ
と
ん
ど
取
り
崩
し
て

し
ま
う
と
い
う
事
だ
が
、
来
年
度
以

降
の
国
保
会
計
の
見
通
し
は
。

答　

制
度
改
革
、
医
療
費
等
の
伸
び

に
よ
っ
て
、
基
金
を
取
り
崩
さ
な
け

れ
ば
国
保
税
の
大
幅
な
上
昇
抑
制
が

困
難
と
な
っ
た
。
来
年
度
以
降
、
医

療
費
が
さ
ら
に
上
昇
す
れ
ば
、
引
き

続
き
国
保
税
率
を
引
き
上
げ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
懸
念
さ
れ
る
。

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

生
活
福
祉
常
任
委
員
会

　
問　

市
内
ま
た
は
近
隣
で
、
家
屋
現

況
図
整
備
業
務
を
行
う
こ
と
の
で
き

る
業
者
は
あ
る
の
か
。

答　

現
時
点
に
お
い
て
、
市
内
に
は

な
く
、
県
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る

四
社
が
実
施
可
能
で
あ
る
と
把
握
し

て
い
る
。

問　

業
務
内
容
に
つ
い
て
、
現
在
、

本
市
に
お
い
て
固
定
資
産
税
は
不
均

一
課
税
と
な
っ
て
い
る
が
、
平
成
二

十
三
年
度
に
お
け
る
税
率
の
統
一
に

向
け
て
の
業
務
と
考
え
て
い
い
の
か
。

答　

均
一
課
税
と
直
接
的
な
関
連
は

な
い
が
、
課
税
客
体
を
正
確
に
把
握

し
、
公
平
な
課
税
を
す
る
た
め
に
実

施
す
る
業
務
で
あ
る
。

問　

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
中
で
、
固
定
資
産
税
の
減
額
関

係
で
、
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
と
は

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
工
事
内
容
な

の
か
。

答　

省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る
た
め

の
窓
の
改
修
工
事
や
天
井
、
床
、
壁

の
断
熱
改
修
工
事
の
こ
と
で
あ
り
、

建
築
士
等
の
証
明
が
必
要
と
な
る
。

継
続
費
補
正
の
家
屋
現
況

図
整
備
業
務
に
つ
い
て

総
務
常
任
委
員
会

問　

指
定
管
理
者
を
ど
の
よ
う
に
指
定

す
る
の
か
。

答　

二
本
松
市
公
の
施
設
の
指
定
管
理

者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
及
び

規
則
に
従
っ
て
審
査
を
行
い
、
業
者
を

選
定
し
て
、
そ
の
後
に
一
定
期
間
の
指

定
管
理
協
定
を
締
結
し
、
指
定
管
理
委

託
料
は
単
年
度
ご
と
に
契
約
を
す
る
。

問　

今
回
の
改
正
で
子
ど
も
料
金
に
つ

い
て
は
、「
小
学
生
ま
で
」が「
四
歳
以

上
」と
な
っ
て
い
る
が
、
小
学
生
か
ら

に
戻
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

改
正
内
容
は
、
旧
町
で
従
来
か
ら

運
用
さ
れ
て
い
た
内
容
を
明
文
化
し
た

も
の
で
あ
り
、
現
行
と
同
様
の
取
り
扱

い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

問　

安
達
の
畜
産
広
場
が
廃
止
さ
れ
る

が
、
新
た
に
開
設
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

答　

安
達
地
区
の
畜
産
団
体
と
の
協
議

調
整
を
行
い
、
必
要
が
な
く
な
っ
て
き

た
と
の
意
向
を
確
認
し
た
た
め
、
新
た

に
開
設
す
る
考
え
は
な
い
。

二
本
松
市
ウ
ッ
デ
ィ
ハ
ウ
ス
と
う
わ
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

産
業
建
設
常
任
委
員
会


